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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市実行委員会委員等の変更および補充について 

 

 

第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市実行員会第２回総会の日から、令和８年６月５日までの間における委

員等の変更および補充について、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市実行委員会会則第８条第２項および第

３項の規定に基づき報告します。 

 

【委員】 

所属機関・団体名 役職 新任者 前任者 

国土交通省天竜川上流河川事務所 所   長 赤沼 隼一 吉田 佳治 

長野県伊那建設事務所 所   長 矢口 大輔 川上  学 

駒ヶ根警察署 署   長 淺岡  真 髙田 博和 

駒ヶ根市内小中学校長会 会   長 佐々木 英明 太田 聖尚 

駒ヶ根市 PTA 協議会 会   長 伊沢 広海 木村 幸生 

長野県看護大学 学   長 安田 貴恵子 大塚 眞理子 

障がい者スポーツ支援センタ駒ヶ根 主任指導員 加藤 未有 吉田 博明 

(一社)駒ヶ根青年会議所 理 事 長 桃沢 拓也 伊藤  航 

駒ヶ根建設業組合 組 合 長 山浦 正貴 矢澤 弘幸 

駒ヶ根市水道指定店組合 組 合 長 高橋 孝幸 田中 清志 

上伊那医師会 南部常会 代   表 𡈽金  彰 松田 あずさ 

（公社）長野県看護協会 伊那支部 支 部 長 三村 ふき 向村 いつみ 

伊南乗用自動車有限会社 丸八タクシー 専   務 久保田 幸司 久保田 武彦 

駒ヶ根市区長会 会   長 加治木 今 三原 一髙 

駒ヶ根市分館長主事会 赤穂地区会長 六波羅 正 嶌嵜 守夫 

駒ヶ根市分館長主事会 中沢地区会長 中山  薫 竹村  淳 

駒ヶ根市分館長主事会 東伊那地区会長 下島 豊一 赤羽 敏彦 

高齢者クラブ 会   長 森脇 正和 清水 春雄 

駒ヶ根市食生活改善推進協議会 会   長 那須野 範子 村上 美春 

上伊那広域消防本部 伊南北署 署   長 小林 啓志 小嶋  守 

駒ヶ根市 民生部長 入谷 吉博 北原  純 

駒ヶ根市 議会事務局長 車田 庄治 下平 和弘 

 

 

 

 

 

 

報告第１号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市広報基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」に対する市民の参加意欲や機運を高めるため、信州やま

なみ国スポ 駒ヶ根市開催推進総合計画に基づき、積極的かつ効果的な広報活動を展開するとともに、自

然、歴史、文化、産業など本市の様々な魅力を駒ヶ根市ブランドとして発信することを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  大会の愛称、スローガン等による広報活動 

大会を象徴する愛称、スローガン、県ＰＲキャラクター、こまかっぱ等を様々なシーンで活用し、市民への

周知と機運を高める。 

ア  愛称、スローガンの活用および普及（公共施設等の懸垂幕等の掲示、イベント時の活用等） 

イ  県ＰＲキャラクターの活用および普及 

ウ  イメージソング、ダンスの活用および普及 

エ  こまかっぱの大会用デザインの活用および普及 

 

（2）  各種広報物品等による広報活動 

   広報物品の作成、県実行委員会の広報物品や既存広報誌等を活用した積極的な広報活動を展開する。 

   ア  広報こまがねをはじめとする関係機関の刊行物への掲載 

   イ  信州やまなみ国スポ広報誌「〇〇！！」の活用 

   ウ  ポスター、パンフレット等の作成 

   エ  広報グッズの作成等 

 

（3）  多彩なメディアによる広報 

   多彩なメディア関係機関と連携し、広範囲に迅速かつタイムリーな情報発信を行う。 

   ア  新聞、テレビ等の活用 

   イ  みなこいテレビ（CEK）、市公式ウェブサイト、SNS 等による情報発信 

 

（4）  イベントによる広報 

   大会開催までの期間に、機運を高めるイベントを開催するとともに、既存の各種イベントとの連携を図り、

積極的な広報活動を展開する。 

   ア  イベントの開催 

   イ  市、各種団体等の主催イベントとの連携やコラボレーション等 

 

（5）  大会報告書等による広報 

   大会の準備経過、開催状況、競技記録等の成果を記録にとどめるため、報告書やデジタルアーカイブと

して作成する。 

   ア  大会報告書の作成 

   イ  大会の準備経過、開催状況、競技記録等の各シーンのデジタルアーカイブの作成 

議案第１号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市市民協創基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」の成功に向け、信州やまなみ国スポ大会駒ヶ根市開催基

本方針および開催推進総合計画に基づき、市民の積極的な参加により、大会を盛り上げることを通じて、市

民がともにつながり、ともに創る「市民総参加」のまちづくりの推進に資することを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  スポーツで駒ヶ根市を元気にする大会 

市民一人ひとりが、「する」 「みる」 「ささえる」といった多様なスポーツの関わり方を通じて、日常的な行

動につながるきっかけとなる運動を展開する。 

ア  全ての選手に対する温かい声援と熱い応援 

イ  大会の関連イベントへの参画やデモンストレーション競技の積極的な参加や経験 

 

（2）  市民が主体的に関わり、創り上げる大会 

   市民、関係団体、行政等が一体となり、様々なかたちで大会をサポートし、大会に関わった全ての人々

が喜びと感動を共有する。 

   ア  大会の関連イベントへの参画やデモンストレーション競技の積極的な参加や体験 

   イ  大会運営のサポートやボランティア活動への参画 

 

（3）  おもてなしの心をかたちにし、地域の活性化につなげる大会 

   アスリートや関係者の方々をまごころと思いやりをもってお迎えし、ふれあいを深めるとともに、本市の地

域資源やブランドをアピールし、スポーツツーリズムの促進と地域の活性化につなげる。 

   ア  笑顔で親しみのある親切な対応 

   イ  花いっぱい運動など県民運動との相互連携や手づくり活動の促進 

   ウ  本市の歴史や文化などの駒ヶ根ブランドの情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 

【市民協創基本計画】 

 

協
きょう

創
そう

 ・・・ 複数の人や組織が協力し合って、新しい成果を生み出すことです 

 

・「協」という漢字には、「力を合わせる」 「助け合う」という意味があり、連携や 

役割分担を前提とした活動です 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市歓迎接伴基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」に参加する選手・監督、競技役員その他大会関係者およ

び一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の歓迎接伴については、信州やまなみ国スポ 駒ヶ根市開催

推進総合計画に基づき、本市の様々な魅力やブランドに触れていただき、心のこもったおもてなしで歓迎す

ることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  歓迎装飾の設置 

大会参加者等を歓迎するとともに、大会関係に向けた機運や歓迎意識の高揚を図るため、競技会場、主

要駅その他必要な場所での歓迎装飾を行う。歓迎装飾については、市民や子どもたちの応援メッセージな

どの工夫を凝らすものとする。 

 

（2）  案内所の設置 

大会参加者等の利便性を高めるため、競技会場、主要駅、駐車場など必要な場所に案内所を設置し、

競技、交通、宿泊、観光などの案内を行う。 

 

（3）  休憩所の設置 

大会参加者等の憩いの場、市民等との交流の場として、競技会場に休憩所を設置する。 

 

（4）  売店等の設置 

大会参加者等の利便性を向上するとともに、本市の特産物等の紹介、販売促進および観光案内のため、

競技会場に売店等を設置する。 

 

（5）  接遇意識の高揚 

大会参加者等が、本市をまた訪れていただけるような心のこもった「おもてなし」をできるよう、関係機関

および市民団体等と連携しながら、接遇意識の高揚を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３号 

【歓迎接伴基本計画】 

 

接伴
せっぱん

 ・・・ 客を「おもてなし」することです 

 

・一般的に使われる「接待」とほぼ同じです 

・特に、国スポなどのスポーツ大会や式典において、来賓や選手団を温かく迎え入れて

サポートすることです 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市競技運営基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会において、本市で開催する競技会については、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ

根市開催推進総合計画に基づき、長野県、競技団体、関係機関および関係団体等（以下「県等」という。）と

緊密に連携し、競技会の円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  競技会の運営 

競技会の運営については、県等と緊密に連携し、相互に協力して関連する業務を円滑に運営できる体制

を構築する。また、選手がリラックスしてプレーに集中できるよう、その環境に配慮する。 

 

（2）  競技役員等の編成 

競技役員等の編成については、県、競技団体等と十分協議の上、適切な配置を行う。 

 

（3）  競技会場および練習会場の確保・整備等 

競技会場および練習会場の確保・整備については、県、競技団体および施設管理者等と十分協議の上、

計画的かつ効率的に行う。 

 

（4）  競技用具の整備 

競技用具の整備については、県、競技団体および施設管理者等と十分協議の上、国民スポーツ大会開

催基準要項の施設基準に基づき、現有する用具を活用しつつ、計画的かつ効率的に行う。 

 

（5）  競技記録 

競技記録の情報収集および速報については、県等と連携を図り、迅速かつ正確に処理できる体制を確

立する。 

 

（6）  リハーサル大会等の開催 

リハーサル大会等の開催に際しては、競技会運営能力の向上を意識するとともに、市民等の機運の醸

成を図り、県等と協力、連携して開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市式典基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会において、本市で開催する式典については、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根

市開催推進総合計画に基づき、簡素な装飾や演出に努めることを基本としつつ、創意工夫を凝らし記憶に

残る温かみのある式典とすることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  開始式 

開始式の開催については、実施の有無を競技団体と協議し、実施する場合は、競技運営への影響やア

スリートへの負担が掛からないように配慮し、簡素化に努めるものとする。 

 

（2）  表彰式 

表彰式は、競技団体および関係機関等と協議、協力して開催するものとし、入賞者が一般観覧者を含め

競技会に参加した人と喜びを分かち合えるよう工夫して行うものとする。 

 

（3）  式典音楽等 

式典に使用する音楽等は、CD 等の活用など簡素化に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市宿泊基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第82回国民スポーツ大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員およびその他大会関係者（以下「大

会参加者」という。）を温かいおもてなしの心でお迎えし、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市開催推進総合

計画に基づき、宿泊施設等と緊密に連携し、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期す

ることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  宿舎 

ア 大会参加者の宿舎は、原則として市内の旅館等（旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテルお

よび簡易宿泊をいう。以下同じ。）とする。 

イ 市内の旅館等で大会参加者を収容することが困難な場合は、県、関係機関、関係団体等と協議のう

え、公共施設や近隣市町村の旅館等を利用する。 

ウ 風紀上、衛生上、安全対策上等の理由により、支障があると認められる施設は、宿舎として利用しな

い。 

 

（2）  配宿 

ア 選手・監督および競技会に関わる役員の配宿は、競技会場および練習会場までの交通状況等を考慮

し、大会運営に支障のないよう留意して行う。 

イ 選手・監督の配宿は、都道府県別、競技別、競技種別および男女別を考慮して割り当てる。 

ウ 役員、視察員、報道員等の宿舎は、原則として選手・監督とは別の宿舎とする。 

エ 大会参加者を近隣市町村の旅館等に配宿する場合は、県と協議して行う。 

 

（3）  宿泊料金 

大会参加者の宿泊料金は、県と旅館等の関係団体との協議を経て、公益財団法人日本スポーツ協会に

おいて決定されたものを適用する。 

 

（4）  食事 

大会参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養素のバランスが良く、信州の豊かな気候・風土に育ま

れた農畜水産物や多彩な食文化を取り入れた郷土食豊かなものを提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市医事衛生基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会に参加する選手・監督、競技役員その他大会関係者および一般観覧者（以下「大

会参加者等」という。）の医事衛生については、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市開催推進総合計画に基

づき、安全を確保するとともに、より快適な環境で開催できるよう医療機関その他関係機関等と連携を強化

する。また、食品衛生および環境衛生に配慮するとともに、防疫体制および医療救護体制の確立を図ること

を目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  医療救護 

大会参加者等の疾病や事故の発生に速やかに対処するため、医療機関その他関係機関等の協力を得

て、競技会場に救護所を設置するとともに、応急処置および状況に応じた医療機関への移送などの医療救

護体制を整える。 

 

（2）  防疫 

大会参加者等の感染症の発生およびまん延を防止するため、関係機関および関係団体等の協力を得て、

防疫体制を整えるとともに、防疫および衛生に対する意識の高揚を図る。 

 

（3）  食品衛生 

大会参加者等の食中毒の発生予防に努め、飲食物の安全に万全を期するため、関係機関および関係

団体等の協力を得て、食品衛生に対する意識の高揚を図る。 

 

（4）  環境衛生 

大会参加者等に清潔で快適な環境を提供するため、関係機関および関係団体等はもとより、市民の協

力を得ながら、競技会場およびその周辺、主要駅等の清掃、衛生対策、廃棄物の適正な処理、リサイクル

の推進、衛生害虫等の駆除、飲料水の衛生対策、動物の適正管理等に努めるとともに、環境衛生に対す

る意識の高揚を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市輸送交通基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会に参加する選手・監督、競技役員、視察員その他大会関係者（以下「大会参加者」

という。）ならびに一般観覧者の円滑な輸送および交通を確保するため、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根

市開催推進総合計画に基づき、交通事業者その他関係機関と連携し、安全かつ効率的で確実な輸送手段

の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用促進および交通安全の徹底に配慮した輸送交通体制の確

立を図ることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  輸送対策 

ア  輸送原則 

輸送に当たっては、原則として既存の公共交通機関を利用し、料金は自己負担とする。 

イ  計画輸送 

競技会場、練習会場、宿泊施設への輸送において、公共交通機関の状況等から必要と認めるとき

は、計画輸送等必要な措置を講じる。 

 

（2）  交通規制 

ア  交通規制 

大会参加者の関係車両の安全かつ円滑な運行を図るとともに、一般交通に与える影響を最小限に

とどめるため、所轄警察署その他関係機関と協議の上、必要に応じて交通規制等の対策を講じる。 

イ  交通の整理誘導 

大会参加者および一般観覧者の関係車両の安全確保を図り、目的地に迅速に到着させるため、競

技会場、練習会場の周辺道路に案内標識を適宜掲出するとともに、必要に応じて整理誘導員を配置

する。 

 

（3）  駐車場対策 

ア  駐車場の確保 

駐車場は、競技会場、練習会場、その周辺における確保に努め、駐車場が遠隔地になるときは必

要な措置を講じる。 

イ  駐車場の利用 

大会参加者の関係車両の駐車場の利用は、運営上必要と認められるものに限定し、一般車両（一

般観覧者の車両を含む。）と容易に区別できるよう必要な措置を講じる。 

 

（4）  環境への配慮 

大会期間中における環境への負担の軽減と交通混雑の緩和を図るため、公共交通機関等の積極的な

利用と自家用車の利用自粛等の啓発に努める。 

 

 

議案第８号 
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第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根市警備消防防災基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会に参加する選手・監督、競技役員、視察員その他大会関係者（以下「大会参加者」

という。）ならびに一般観覧者の警備および消防防災に万全を期すため、第 82 回国民スポーツ大会 駒ヶ根

市開催推進総合計画に基づき、競技会場その他大会関係施設における災害の防止や治安の確保、非常時

における緊急対応等について、消防、警察その他関係機関と連携し、警備および消防防災体制の確立を図

ることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  警備対策 

ア  競技会場および練習会場（会場の駐車場を含む。）、宿泊施設ならびに沿道等（以下「競技会場等」

という。）における事件および事故の防止を重点とした適切な警備に関する諸対策を講じる。 

イ  大会期間中は、関係機関および関係団体等の協力を得て、防犯対策を推進し、犯罪の防止に努め

る。 

 

（2）  消防防災対策 

ア  競技会場等の火災、その他の災害予防ならびに災害発生時における情報収集・伝達、避難誘導お

よび救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

イ  大会期間中の火災、その他の災害の未然防止および災害発生時の被害の軽減を図るため、関係

機関および関係団体等の協力を得て、防火・防災意識の高揚を図る。 

 

（3）  大規模災害・突発的重大事案対策 

駒ヶ根市地域防災計画を踏まえ、大会期間中の競技会場等における大規模災害および突発的重大事

案発生時には、関係機関および関係団体等と速やかに連絡調整を図り、情報収集・伝達、避難誘導および

救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 

（4）  関係機関等との連絡調整 

警備および消防防災対策の円滑な推進を図るため、関係機関および関係団体等と緊密な連携を図ると

ともに、連絡体制を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９号 
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≪参考資料≫ 
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第 82 回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会 委員及び役員等 

 

 

No 役職名 選出区分 役員 所属機関・団体 氏名 常任委員

1 市長 ◎ 駒ヶ根市　　市長 伊藤　祐三 ●

1 〇 駒ヶ根市議会　　議長 氣賀澤　葉子 ●

2 駒ヶ根市議会　　副議長 中島　和彦

3 駒ヶ根市議会　　総務産業委員長 小原　晃一

4 駒ヶ根市議会　　教育民生建設委員長 今堀　雷三

5 〇 駒ヶ根市　　副市長 小平　　操 ●

6 〇 駒ヶ根市　　教育長 齊藤　　博 ●

7 駒ヶ根市　　総務部長 市村　義美

8 駒ヶ根市　　民生部長 入谷　吉博

9 駒ヶ根市　　産業部長 小原　昌美

10 駒ヶ根市　　建設部長 宮下　佳和

11 駒ヶ根市　　企画監 小林　幸夫

12 駒ヶ根市　　教育次長 赤羽　知道

13 駒ヶ根市　　議会事務局長 車田　庄治

14 □ 駒ヶ根市　　会計管理者 横山　　健

15 国土交通省天竜川上流河川事務所　　所長 赤沼　隼一

16 JICA駒ヶ根青年海外協力隊訓練所　　所長 横田　隆浩

17 長野県伊那建設事務所　　所長 矢口　大輔

18 長野県伊那保健福祉事務所　　所長 須藤　恭弘 ●

19 駒ヶ根警察署　署長 淺岡　　真

20 駒ヶ根市小中学校校長会　　会長 佐々木　英明 ●

21 駒ヶ根市PTA協議会　　会長 伊沢　広海

22 長野県赤穂高等学校　　校長 𠮷岡　和久 ●

23 長野県駒ヶ根工業高等学校　　校長 功刀　　裕 ●

24 長野県看護大学　　学長 安田　貴恵子

25 〇 駒ヶ根市スポーツ協会　　会長 西村　　稔 ●

26 長野県ホッケー協会　会長 佐々木　祥二 ●

27 駒ヶ根市ホッケー協会　　会長 倉嶋　　勇 ●

28 駒ヶ根市スポーツ推進委員　　会長 梅澤　正春 ●

29 駒ヶ根市スポーツ少年団　　本部長 菅沼　　航

30 障がい者スポーツ支援センター駒ヶ根　主任指導員　 加藤　未有

31 〇 駒ヶ根商工会議所　　会頭 春日　俊也 ●

32 駒ヶ根商工会議所　　専務理事 池上　和広

33 □ 駒ヶ根商工会議所　　事務局長 倉田　幸雄

34 駒ヶ根商工会議所　　支部長会　　会長 福澤　　明

順不同・敬称略　◎会長　〇副会長　□監事

国等関係
（2名）

県関係
（3名）

教育関係
（5名）

市議会関係
（4名）

市関係
（10名）

委員
（71名）

産業・経済関係
 （11名）

スポーツ関係
（6名）
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No 役職名 選出区分 役員 所属機関・団体 氏名 常任委員

35 商連こまがね　　会長 森　　智幸

36 上伊那農業協同組合　　駒ヶ根支所長 栗林　秀成 ●

37 （一社）駒ヶ根青年会議所　　理事長 桃沢　拓也

38 駒ヶ根ライオンズクラブ　　会長 小田切　さち子

39 駒ヶ根ロータリークラブ　　会長 田中　　篤

40 駒ヶ根建設業組合　　組合長 山浦　正貴

41 駒ヶ根市水道指定店組合　　組合長 高橋　孝幸

42 昭和伊南総合病院　　院長 村岡　紳介

43 上伊那医師会　　南部常会　　代表 𡈽金　彰 ●

44 （公社）長野県看護協会　　伊那支部　支部長 三村　ふき

45 駒ヶ根市赤十字奉仕団　　委員長 金田　敏春

46 （福）駒ヶ根市社会福祉協議会　　会長 有賀　秀樹 ●

47 (一社)駒ヶ根観光協会　　事務局長 小澤　一芳 ●

48 早太郎温泉事業協同組合　　理事長 宇佐美　誠 ●

49 （公社）長野県栄養士会　　伊那支部　支部長 清水　昭子

50 伊那バス株式会社　　貸切事業部長 畑　　政城 ●

51 中央アルプス観光株式会社　代表取締役社長 森部　浩昌

52 伊南乗用自動車有限会社　丸八タクシー　　代表取締役専務 久保田　幸司 ●

53 赤穂タクシー有限会社　　代表取締役社長 坂元　　洋

54 こまくさ観光株式会社　　代表取締役社長 岩本　光市

55 日本郵便株式会社　駒ヶ根郵便局　　局長 塩沢　直康

56 上伊那貨物自動車株式会社　代表取締役社長 小池　長

57 駒ヶ根市区長会　　会長 加治木　今 ●

58 駒ヶ根市分館長主事会　赤穂地区会長 六波羅　正

59 　　　　　　　　　　　　　　　　中沢地区会長　　 中山　　薫

60 　　　　　　　　　　　　　　　　東伊那地区会長 下島　豊一

61 （公社）駒ヶ根伊南シルバー人材センター　　理事長 林　　憲明

62 高齢者クラブ連合会　　会長 森脇　正和

63 ボーイスカウト長野県連盟　駒ヶ根第１団　団委員長 加治木　今

64 ガールスカウト長野県　第３２団　団委員長 岡田　敦子

65 駒ヶ根市食生活改善推進協議会　　副会長 那須野　範子

66 花と緑と水の会　　会長 小原　茂幸

67 駒ヶ根市消防団　　団長 田中　良英

68 上伊那広域消防本部　　伊南北署　　署長 小林　啓志

69 駒ヶ根市防犯協会　　副会長 鈴木　眞一郎

70 駒ヶ根市青少年育成委員会　　会長 熊谷　篤司

71 伊南交通安全協会　　駒ヶ根支会　　支会長 小島　幸恵

警備・消防関係
（5名）

社会・福祉・環
境関係
（10名）

委員
（71名）

宿泊・観光・衛
生関係
（3名）

医療・福祉関係
 （5名）

通信・輸送・交
通関係
（7名）
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No 役職名 選出区分 役員 所属機関・団体 氏名 常任委員

1 顧問（1名） 県議会関係 長野県議会議員 佐々木　祥二

1 駒ヶ根市議会議員 宮下　　稔

2 駒ヶ根市議会議員 竹上　陽子

3 駒ヶ根市議会議員 藤井　邦彦

4 駒ヶ根市議会議員 池田　幸代

5 駒ヶ根市議会議員 小原　茂幸

6 駒ヶ根市議会議員 竹村　　誉

7 駒ヶ根市議会議員 押田　慶一

8 駒ヶ根市議会議員 小林　敏夫

9 駒ヶ根市議会議員 竹村　知子

10 駒ヶ根市議会議員 福澤　美香

11 駒ヶ根市議会議員 中山　万宝

12 駒ヶ根市教育委員会　教育長職務代理者 唐澤　　浩

13 駒ヶ根市教育委員会　教育委員 木下　健一

14 駒ヶ根市教育委員会　教育委員 山田　恵美

15 駒ヶ根市教育委員会　教育委員 小池　文弘

16 信濃毎日新聞社　伊那支社　支社長 小幡　省策

17 長野日報社　駒ヶ根支局　局長 野村　知秀

18 中日新聞社　飯田支局 神村　俊貴

19 読売新聞社　長野支局　局長 北市　治史

20 朝日新聞社　松本支局　局長 小山　裕一

21
一般社団法人　共同通信社
長野支局　支局長

小圷　俊哉

22 株式会社時事通信　中南信支局　支局長 唐澤　匡紀

23 テレビ信州　南信支局　支局長 向山　孝昭

24 信越放送　飯田放送局　局長 関　　哲寛

25 NHK　長野放送局　局長 松谷　　豊

26 長野朝日放送　南信支局　支局長 中村　啓一郎

27 長野放送　諏訪支局　支局長 藤井　宏行

28 エコーシティー駒ヶ岳　常務 渋谷　仁士

【事務局】

教育次長 赤羽　知道

社会教育課国民スポーツ大会推進調整幹 福澤　昌平

社会教育課長 木下　岳士

社会教育課国民スポーツ大会推進室長 平沢　勝也

社会教育課国民スポーツ大会推進担当幹 小出　孝幸

社会教育課国民スポーツ大会推進室主任 中島　智紀

会長１名、委員７1名、顧問１名、参与２８名　　合計１０１名

教育関係
（4名）

報道関係
（13名）

参与
（28名）

市議会関係
（11名）

事務局長

事務局次長

職員

〃

〃

〃



- 15 - 

 

 

第 82 回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会組織図 

参考資料 

〇 総会からの委任事項の審議・決定

〇 専門委員会の設置および付託・委任事項の審議・決定

〇 競技会の開催・運営に関する基本方針、事業計画、予算等議決

〇 常任委員会への審議委任

第82回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会（案）

駒ヶ根市実行委員会

会議の流れ

総会 【最高議決機関】

顧問・参与・会長・副会長・常任委員・監事・委員

顧問

参与

【役員】

会長

副会長

常任委員会構成員

常任委員

監事

委員

委任
報告

常任委員会 【決定機関】

委員長・副委員長・常任委員

委任

付託 報告

〇 常任委員会付託事項の調査審議

〇 常任委員会委任事項の審議決定

専門委員会（４委員会） 【調査機関】

総務企画委員会

競技式典委員会

おもてなし委員会

輸送交通委員会ごと 委員長・副委員長・委員

・広報

・市民総参加運動

・ボランティア募集

・接伴関係

総務企画委員会

・競技運営

・施設整備

・式典関係

・炬火イベント関係

競技式典委員会

・宿泊、配宿関係

・医療救護関係

・環境衛生

・食品衛生

おもてなし委員会

・輸送関係

・交通対策関係

・消防防災

・警備関係

輸送交通委員会

【事務局】

事務局長：教育次長

事務局次長：社会教育課長

事務局員：国民スポーツ大会準備室

市役所体制

＜駒ヶ根市実施本部＞ 【事務局：教育委員会社会教育課】

総務企画部会 競技式典部会 おもてなし部会 輸送交通部会

〇 専門委員会の事務局的な役割を担い調整を行う

調整・連携

構成員
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第 82 回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会会則 

   第 1 章 総 則 

 （名称） 

第 1 条 本会は、第 82 回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会（以下「実行

委員会」という。）と称する。 

 （目的） 

第 2 条 実行委員会は、第 82 回国民スポーツ大会において、駒ヶ根市で開

催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に必要な準備を行う

ことを目的とする。 

 （所掌事項） 

第 3 条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事

項を行う。 

（１） 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（２） 競技会の開催に係る準備に関すること。 

（３） 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（４） 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（５） 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連携調整に関すること。 

（６） その他実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

   第 2 章 組 織 

 （組織） 

第 4 条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 （１） 駒ヶ根市を代表する者 

 （２） 駒ヶ根市議会を代表する者 

 （３） 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

 （４） その他会長が特に必要と認める者 

 （役員） 

第 5 条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

 （１） 会長      １名 

 （２） 副会長     ５名 

 （３） 常任委員    30 名以内 

 （４） 監事      ２名 

 

 （役員の選任） 

第 6 条 会長は、駒ヶ根市長をもって充てる。 

2 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長

が委嘱する。 

 （役員の職務） 

第 7 条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、あら

かじめ会長が指名した副会長が、その職務を代理する。 

3 常任委員は、常任委員会を構成し第 12 条第 7 項に掲げる事項を審議す

る。 

4 監事は、実行委員会の財務を監査する。 
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 （任期） 

第 8 条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときか

ら実行委員会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等

が就任時におけるそれぞれの所属の団体又は機関の役職を離れた場合

は、その委員等は辞職したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間

を務めるものとする。 

2 会長が、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じ

て補充することができる。 

3 会長は、前 2 項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会にお

いて報告する。 

4 委員等は、無報酬とする。 

 （顧問及び参与） 

第 9 条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

3 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

4 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

5 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

   第 3 章 会 議 

 （会議の種類） 

第 10 条 実行委員会に、次の各号に掲げる会議を置く。 

 （１） 総会 

 （２） 常任委員会 

 （３） 専門委員会 

 （総会） 

第 11 条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

2 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

3 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

4 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 

 （１） 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

 （２） 会則の制定及び改廃に関すること。 

 （３） 事業計画及び事業報告に関すること。 

 （４） 予算及び決算に関すること。 

 （５） 常任委員会に委任する事項に関すること。 

 （６） その他重要な事項に関すること。 

5 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。

ただし、総会に出席できない委員は代理人によって議決権を行使し、又は

書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席

したものとみなす。 

6 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加

わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する

ところによる。 

7 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができ

る。 

8 会長は必要があると認めるときは、委員へ事前に送付した議案に対し書

面をもって表決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 
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 （常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

2 委員長は、会長をもって充てる。 

3 副委員長は、副会長をもって充てる。 

4 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

5 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

あらかじめ委員長が指名したものがその職務を代理する。 

7 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

 （１） 総会から委任された事項に関すること。 

 （２） 専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任に関するこ

と。 

 （３） 総会を招集する時間的余裕がない緊急な事項に関すること。 

 （４） その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

8 前条第 5項、第 6 項及び第 8項の規定は、常任委員会について準用する。 

9 常任委員会は、第 7 項の規定により審議決定した事項及び次条第 2 項及

び第 3 項の規定により専門委員から報告があった事項を、必要に応じて次

の総会に報告するものとする。 

10 第 8 条の規定は、常任委員会の任期等について準用する。 

 （専門委員会） 

第 13 条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

2 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査し、及び審

議し、その結果を常任委員会に報告しなければならない。 

3 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について調査し、及び審

議、決定し、その結果を必要に応じて常任委員会に報告する。 

4 前 3 項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常

任委員会に諮った上で、会長が別に定める。 

5 第 8 条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 

   第 4 章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第 14 条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集する

時間的余裕がないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものに

ついては、これを専決処分することができる。 

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等に報告

し、承認を得なければならない。 

 

   第 5 章 事務局 

 （事務局） 

第 15 条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

2 事務局に関し必要な事項は会長が別に定める。 

   第 6 章 会 計 

 （経費） 

第 16 条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第 17 条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、
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監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第 18 条  実行委員会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31

日までとする。 

2 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

   第 7 章 解 散 

 （解散） 

第 19 条 実行委員会は、第 2 条に規定する目的が達成されたときは、総会

の議決を経て解散するものとする。 

2 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、駒ヶ根市に帰属するも

のとする。 

 

   第 8 章 補 則 

 （委任） 

第 20 条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

 

   付  則 

 この会則は令和７年８月２６日から施行する。 
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